
令和元年度 物品等入札参加資格業者の指名停止一覧表

№ 指名停止理由 有資格業者名 措置期間 決定年月日 適用条項 措置理由

広島県東広島市西条町御薗宇６４００番
地３

豊国工業株式会社

代表取締役　金谷　俊宗

東京都江東区佐賀一丁目３番７号

月島テクノメンテサービス株式会社

代表取締役　渡邊　彰彦

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

石垣メンテナンス株式会社

代表取締役社長　石垣　真

大阪府大阪市北区同心１丁目７番１４号

日本メンテナスエンジニヤリング株式会
社

代表取締役社長　田伏　重成

東京都千代田区九段北四丁目３番２９
号

ニチレキ株式会社

代表取締役　小幡　学

1

その他不正又
は不誠実な行
為

令和元年6月18日
第2条第1項（別
表第２第７号イ）

　左記業者は、土師ダムの利水放流設備点検用ゲート
設置工事において、平成30年2月27日、事故防止のた
めの注意義務を怠ったため、作業を行っていた潜水士1
名を死亡させる工事事故を起こし、平成31年4月10日、
同社の社員が可部簡易裁判所から業務上過失致死罪
により罰金刑の略式命令を受けた。

令和元年6月18
日から令和元年7
月17日まで(1か
月)

2
独占禁止法違
反行為

令和元年8月9日
第2条第1項（別
表第2第4号）及
び第3条第3項

　左記業者は、東京都が発注する東村山浄水場ほかの
排水処理施設運転管理作業の見積り合わせにおいて、
独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていた
として、令和元年7月11日、公正取引委員会から違反事
業者として認定され、排除措置命令及び課徴金納付命
令を受けた。

令和元年8月9日
から令和元年11
月8日まで(3か
月)

4
独占禁止法違
反行為

令和元年8月9日
第2条第1項（別
表第2第4号）及
び第3条第3項

　左記業者は、東京都が発注する東村山浄水場ほかの
排水処理施設運転管理作業の見積り合わせにおいて、
独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていた
として、令和元年７月11日、公正取引委員会から違反事
業者として認定され、排除措置命令を受けた。

令和元年8月9日
から令和元年11
月8日まで(3か
月)

3
独占禁止法違
反行為

令和元年8月9日
第2条第1項（別
表第2第4号）及
び第3条第3項

　左記業者は、東京都が発注する東村山浄水場ほかの
排水処理施設運転管理作業の見積り合わせにおいて、
独占禁止法第３条の規定に違反する行為を行っていた
として、令和元年７月１１日、公正取引委員会から違反
事業者として認定され、排除措置命令及び課徴金納付
命令を受けた。

令和元年8月9日
から令和元年11
月8日まで(3か
月)

5
独占禁止法違
反行為

令和元年9月18日
第2条第1項（別
表第2第3号）及
び第3条第3項

　左記業者は、舗装用改質アスファルトの需要者向け販
売に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を
行っていたとして、令和元年6月20日、公正取引委員会
から違反事業者として認定され、排除措置命令及び課
徴金納付命令を受けた。

令和元年9月18
日から令和2年3
月17日まで(6か
月)
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東京都港区六本木七丁目３番７号

東亜道路工業株式会社

代表取締役　森下　協一

東京都新宿区新小川町８番２７号

株式会社ガイアート

代表取締役　山本　健司

東京都港区六本木七丁目３番７号

東亜道路工業株式会社

代表取締役　森下　協一

東京都中央区日本橋室町四丁目３番１
８号東京建物室町ビル８Ｆ

株式会社ブロードリンク

代表取締役　榊　彰一

東京都足立区中央本町一丁目２番１１
号

本町化学工業株式会社

代表取締役　寺沢　伸郎

6
独占禁止法違
反行為

令和元年9月18日
第2条第1項（別
表第2第3号）及
び第3条第3項

　左記業者は、舗装用改質アスファルトの需要者向け販
売に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を
行っていたとして、令和元年6月20日、公正取引委員会
から違反事業者として認定された。

令和元年9月18
日から令和2年3
月17日まで(6か
月)

7
独占禁止法違
反行為

令和2年1月29日
第2条第1項（別
表第2第3号）及
び第3条第3項

　左記業者は、アスファルト合材の販売分野における競
争を実質制限し、独占禁止法第3条の規定に違反する
行為を行っていたとして、令和元年7月30日、公正取引
委員会から違反事業者として認定され、排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けた。

令和2年1月29日
から令和3年1月
28日まで(12か
月)

9

その他不正又
は不誠実な行
為

令和2年1月31日
第2条第1項（別
表第2第7号イ）

　左記業者の元社員は、同社においてデータの処分と
廃棄を請け負ったハードディスクを不正に転売し、神奈
川県庁の行政文書の流出を招いた。

令和2年1月31日
から令和2年2月
29日まで(1か月)

8
独占禁止法違
反行為

令和2年1月29日
第2条第1項（別
表第2第3号）及
び第3条第3項

　左記業者は、アスファルト合材の販売分野における競
争を実質制限し、独占禁止法第3条の規定に違反する
行為を行っていたとして、令和元年7月30日、公正取引
委員会から違反事業者として認定され、排除措置命令
及び課徴金納付命令を受けた。

令和2年1月29日
から令和2年7月
28日まで(6か月)

10
独占禁止法違
反行為

令和2年2月25日
第2条第1項（別
表第2第3号）及
び第4条第2号

　左記業者は、特定浄水場等向けの活性炭の販売分野
における競争を実質制限し、独占禁止法第3条の規定
に違反する行為を行っていたとして、令和元年11月22
日、公正取引委員会から違反事業者として認定され、排
除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

令和2年2月25日
から令和4年2月
24日まで(24か
月)
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大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２
番４７号

株式会社クボタ

代表取締役　北尾　裕一

東京都千代田区神田駿河台三丁目３
番地４

三幸株式会社

代表取締役　橋本　有史

12

その他不正又
は不誠実な行
為

令和2年3月3日
第2条第1項（別
表第2第7号イ）

　左記業者の元社員は、施設管理を行っていた千葉市
消防局の無線機室に侵入し、無線機等を盗んだとして、
令和2年1月23日、建造物侵入及び窃盗の容疑で千葉
県警に逮捕された。

令和2年3月3日
から令和2年4月2
日まで(1か月)

11

その他不正又
は不誠実な行
為

令和2年3月3日
第2条第1項（別
表第2第7号イ）

　左記業者及び社員は、日本下水道事業団が発注した
尾道市浄化センター汚泥処理設備工事その5におい
て、平成30年12月20日に下請業者の作業員が墜落した
事故に関し、災害防止のために必要な措置を講じな
かったとして、令和元年9月25日、岡山簡易裁判所から
労働安全衛生法違反により、罰金刑の略式命令を受け
た。

令和2年3月3日
から令和2年4月2
日まで(1か月)
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